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第 64回 町民スキー大会の開催 

 

権利擁護講演会を開催 
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編集 総務課情報管理係（TEL32-2421） 

※お知らせ版は全ての人が読みやすいユニバーサルデザイン

フォントを使用しています 

町民スキー大会を開催します。閉じこもりがちな冬の一日を、感染リスクの低い屋外で楽しく過ごし

ましょう。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 

 
 ●日 時 ３月５日(土) 午前９時～ 

●場 所 和寒東山スキー場 

●参加料 無料 

  

 

 

競技種目 

１.クロスカントリーの部 

   クラス  ①幼～小１･２組 500ｍ    ②小３･４組 1,000m 

③小５･６、中学組 2,000ｍ ④高校一般  1,500m 

２.アルペンの部（大回転の部、スノーボードの部） 

クラス  ①幼児組(男女混合)    ②小学１･２年組(男女別) 

        ③小学３･４年組(男女別) ④小学５･６年組(男女別) 

         ⑤中学生組(男女別)    ⑥高校生以上(男女別) 

 

●申し込み 公民館窓口（TEL32-2477、FAX32-3004） 

２月 25日（金）まで 

 

受  付    ８：40～９：00 

開 会 式(放送) ９：00～９：15 

距離競技    ９：30～10：00 

アルペン競技   10：15～11：00 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会   11：15～11：45 

表彰式      11：45～12：00 

 

Ｎｅｗ 

ジャンプ台チューブ滑り 

同時開催!! 

10：00～11：45 

※感染防止対策：マスク着用、検温、手指消毒にご協力ください。 
新型コロナの感染状況によっては開催を中止することがありますのでご了承ください。 

■詳しくは教育推進課スポーツ振興係まで（℡32-2477） 

３/５ 
(土) 

新型コロナ感染症の影響が長引くなかで、感染者や医療従事者、その家族、濃厚接触者などに対する誹
謗中傷や偏見・差別といった心ない言動・行動が社会問題になっています。 
今年の権利擁護講演会では実際にコロナに感染した方の経験から学び、理解を深めましょう。 
みなさんのご参加をお待ちしています。 

●内 容 『新型コロナに感染して…改めて感じた思いやりの大切さ』 
●講 師 有限会社 北海道井泉 代表取締役会長 伴野 忠孝氏 
●日 時 ３月３日（木） 14時 00分～（１時間 30分程度） 
●場 所 和寒町立図書館 視聴覚室 
●定 員 20名 
     ※参加される方は２月 28日(月)までに保健福祉課福祉係 

(℡32－2000)までお申込ください。 
オンライン（Zoom）での参加を希望される方は 
ho-fukushi@town.wassamu.hokkaido.jp 
までメールにてお申込ください。 

●その他 会場に参加の際は、マスクの着用をお願いします。 

■詳しくは保健福祉課福祉係まで（℡32-2000） 

３/３ 
(木) 

mailto:ho-fukushi@town.wassamu.hokkaido.jp
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コーラスにれ 45周年記念演奏会 

落語会の開催！ヨネスケさんがやってくる！ 

「ぼくのこわれないコンパス」上映会＆監督アフタートーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■詳しくは教育推進課社会教育係（TEL32-2477） 
またはコーラスにれ事務局まで（TEL32-3283） 

３/13 
(日) 

町内で活動する「コーラスにれ」による町民自主企画「コーラスにれ 45周年記念演奏会」を開催

します。この演奏会のために練習を重ねてきました。感染症対策を行い実施いたします。ぜひお越し

ください。 

●日  時  ３月 13日（日）  開演 14時 00分～（開場 13時 30分） 

●場  所  和寒町公民館１階 恵み野ホール 

●入 場 料  無料 

●賛助出演  和寒中学校音楽部（合唱）・金谷 羽純 氏（ピアノ演奏・伴奏） 

 

 ※整理券（チケット）は公民館窓口、図書館で配布しております。 

「突撃！隣の晩ごはん」でおなじみのヨネスケさんが和寒町にやってくる！ 
コロナ禍で楽しいことやうれしいことが少なくなったと感じませんか？ 
春の訪れを感じる季節に、笑って楽しめる１日を。 

 
 
●日 時 ３月 20日（日） 12：30開場、13：00開演 

 ●場 所 和寒町公民館恵み野ホール 
 ●出演者 桂 米助 氏、春風亭 柏枝 氏（ご両親が和寒町出身）ほか 
      （詳細は折込みのチラシをご覧ください） 
●前売券 町民優待価格 大人 1,000円、高校生以下 500円 

      ※当日券 500円増し（町外の方は上記価格に 500円増し） 
 ●取扱所 公民館窓口、図書館、役場お客さま窓口 
※感染予防対策のため、先着 200名様までとさせていただきます。 

※感染状況により、中止する場合があります。 

 ■詳しくは教育推進課社会教育係まで（℡32-2477） 

３/20 
(日) 

町民自主企画公民館講座「第９回わっさむでワークショップ」を下記のとおり開催します。 
 児童養護施設で暮らす子どもたちの心に向き合うドキュメンタリー映画上映後、映画監督と翻訳家に 
よるアフタートークもありますので、ぜひご参加ください。 

 
●日 時  令和４年３月６日（日）13:30～16:00  
●場 所  和寒町公民館 ２階 大会議室 またはオンライン（Zoom） 
●対 象  教育に関心のある方（定員 30名程度） 
●参加費  大人 1,000円 高校生以下無料 
●申 込  令和４年２月 28日（月）まで 
      公民館窓口（℡0165-32-2477）または右記 QRコードから 
●内 容  ①映 画 上 映 ～ 「ぼくのこわれないコンパス」 
      ②アフタートーク ～ マット・ミラー監督＆向アンナ（翻訳） 
         ③ワークショップ ～ 参加者と映画についての対話の時間 

映画紹介：現在日本では、生みの親と暮らせない、児童養護施設に暮らす２歳から 18歳の子どもたちが約

25,000人。約６割は虐待を経験しているが、この子どもたちには、カウンセリングなど十分なメ

ンタルヘルスのサポートが無く、さらに、原則 18 歳の高校卒業と同時に施設を退所することが

定められており、まだ経済力がない中、衣食住すべての自立が求められる。トモヤ（現在 20歳）

は、アメリカ人の映像作家マットとの出会いと交流をきっかけに「自分と同じような境遇にある

子どもたちの声なき声の代弁者になりたい」と決意。18歳以下の児童養護施設の子どもたちは、

引き離されている親御さんの同意書が必要になってくるためドキュメンタリーに顔や声を出す

ことは難しいが、親の同意なく出演できる年齢となったトモヤは、児童養護施設の子どもたちを

代表し、本ドキュメンタリーの被写体となることに同意した。 

■詳しくは教育推進課社会教育係まで（℡32-2477） 

３/６ 
(日) 
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マイナポイント第２弾が始まっています！ 

ママ・プレママのための講演会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

●日 時  ３月 26日（土） 午前 10時～11時 45分 
●場 所  和寒町子育て支援センター こども館 
●対 象  町内のママ・プレママ、子育てや家事に興味のある方 
●内 容  テーマ「私の人生１度きり！～仕事も家庭も丸ごと楽しもう～」 
●講 師  ライフケアコンサルタント® 竹下 小百合 氏（オンライン出演） 

宮城県仙台市出身。大学研究室秘書、結婚相談所カウンセラーなどの経験と資格を活かし、
2013 年ママ起業家のイベント参加をきっかけに夫婦・パートナーカウンセラーとして起業。
現在は自らの起業、離婚、シングルマザー、子連れ再婚、アラフォー出産などの経験を講座・
講演等でお伝えしている。すべての女性がライフイベントによる暮らしの変化で活躍を妨げ
られず、心身共により良い生活を送れることが願い。プライベートでは男児（2010 年、2019
年生まれ）の母、ステップファミリー。 

 
 

１.令和４年９月末までにマイナンバーカードを新規取得し、申し込んだキャッシュレス決済 

サービスでチャージまたはお買い物をされた方等に対する最大 5,000円相当分のポイント 

令和４年１月 1日より開始されています！2021年 12月末までにマイナポイント第１弾に 

申し込んだ方で、まだ 20,000円分のチャージやお買い物を行っていない場合は、引き続き 

上限 5,000円相当までポイントの付与を受けることができます。 

 

※既に 20,000円分のチャージやお買い物を行い、5,000円相当分のポイントを受け取られた 

方は対象外です。 

 

２.マイナンバーカードの健康保険証利用申込みを行った方に対する 7,500円相当分のポイント 

利用申込みは始まっていますが、ポイントの申込みは令和４年６月頃から開始予定です。 

 

３.公金受取口座の登録を行った方に対する 7,500円相当分のポイント 

口座登録は令和４年春頃、ポイント申込みは令和４年６月頃から開始予定です。 

 

※開始前のマイナポイントについては、詳しく決まり次第お知らせします。 

マイナポイント第２弾について 
 

役場お客さま窓口では、マイナポイントの予約・マイナンバーカードの申請等のお手伝いを行ってい

ますので、お気軽にお問い合わせください。 

■詳しくは住民課お客さま窓口まで（℡32-2500・2422） 

「私はママだから、仕方ない」そう思い込んでいる出産後～育休明けのママは多いです。ママだから

諦めるのではなく、ママだからこそ楽しむ！をテーマに仕事（同僚・上司とのコミュニケーション）、 

子育て（自己への成長）、家事（頑張らない）を中心にお話しします 

■詳しくは教育推進課社会教育係まで（℡32-2477） 

３/26 
(土) 

●参加費  無料 
●申 込  ３月 11日（金）まで 
      連絡先 教育委員会（℡0165-32-2477）または右記 QRコードから 
      ※会場での参加は先着 20名程度。オンライン参加（Zoom）は制限なし。 
      ※未就学児童につきましては託児も可能です。 
       申込の際にお知らせください。 
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奨学資金の貸付制度  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■詳しくは教育推進課庶務学校教育係まで（℡32-2477） 

 町には、経済的理由などにより修学困難な生徒や学生を対象に、無利子で資金を貸与する奨学資金貸付

制度があります。 

返還期限内に和寒町に戻られてきた方を対象に「ふるさと生活応援事業」として返還の減免制度もあり

ます。 

利用を希望される方は、教育推進課庶務学校教育係までご連絡ください。 

●奨学資金制度 

【対 象 者】 和寒町に住所を有する方の子で、高等学校、専修学校、短期大学、専門学校、大学に 

在籍する生徒・学生 

【貸 与 額】 高校生・専修学校生                月額 10,000円 

        短期大学またはこれに準ずる学生          月額 20,000円 

        大学生                    月額 30,000円 

        ※更に貸与を必要と認める場合にあっては月額１万円増額して貸与することが 

できます。 

【償還期間】 高校生                   ５年以内 

        専修学校生                 ２年以内 

短期大学またはこれに準ずる学生       ７年以内 

大学生                  １０年以内 

        ※償還は、最終学年卒業後から１年以内に開始する必要があります。 

 【申請書類】 ・奨学資金申請書       ・同一生計の親族全員の収入状況を証明する書類 

        ・在学する学校長の推薦書   ・合格通知の写し 

        ・成績証明書          ・連帯保証人及び保証人の収入状況を証明する書類  

(保証人の方は町外可) 

【申込期間】 ３月 25日（金） 

       ※申込みをご希望の方は、教育委員会庶務学校教育係までご連絡をお願いします。 

        ※年度の途中でも随時受付しますので、ご利用ください。 

 

●ふるさと生活応援事業（平成 27年度以降に卒業し返還を開始する方から対象） 

①返還期限内に和寒町に住所を有し、居住している方に対し、償還額の１/２を減免 

  ②医師免許取得者で返還期限内に和寒町に住所を有し、居住している方、また和寒町にある事業所で 

常勤の医師として就労している方に対し、償還額を全額減免 
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65歳以上のドライバーの皆さまへ 

災害の備えは大丈夫ですか？ 

 

 

 

 

 

  

■詳しくは総務課生活安全係まで（℡32-2421） 

 「ブレーキとアクセルの踏み間違い」に備えて、急発進の抑制などをする装置の取り付けに関して、

国の補助事業については申請受付が終了しましたが、町での取り付け費用の補助（１万円）は引き続き

令和３年度末まで継続します。 

 取り付けを考えている方は、ぜひお早めにご検討ください。 

【町の主な補助条件】 

①65歳以上、または令和３年度中（令和４年３月 31日まで）に 65歳を 

 を迎える町民の方 

②自家用車の車検証に記載された使用者であること 

③有効な運転免許証を保有していること 

④国が認定した装置を指定店で取り付けること 

 装置・取付店などに関しては、下記ホームページを参照ください。  

http://www.cev-pc.or.jp/support-car/atoduke-souchi.html 

⑤装置の取り付けは１人１台までとし、１年以上使用すること 

 新型コロナ感染症の不安が続いていますが、災害はいつ起きるかわかりません。災害時には、電気や水道

等のライフラインが止まる可能性もあります。被害をできるだけ抑えるために日頃から家庭で、次のよう

な備えを進めておいてください。 

 

非常用備蓄品 

・マスク ・消毒液  ・体温計 ・水、食料（３日分） 

・常備薬 ・懐中電灯 ・防寒具 ・防災情報ラジオ 

・電池  ・軍手   ・モバイルバッテリー      

・カセットコンロ   ・紙おむつ  など 

 

新型コロナ感染症により自宅療養しなければなら

ない時のためにも、日頃から保管場所や内容につい

て確認しておきましょう。 
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和寒町新型コロナ対策 和寒元気！プレミアム応援券の利用期間が終了します  

非課税世帯への臨時特別給付金の支給 

●対象となる世帯 

 ①世帯全員が令和３年度住民税非課税の世帯  

  令和３年１月１日時点で和寒町に住民登録がない方は申請が必要です。 

個別に郵送で確認書を送付しています。５月９日（月）までにご返送ください。 

  ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。（青色事業専従者及び事業

専従者も扶養親族に含まれます。） 

 ②令和３年１月以降の収入が減少し住民税非課税相当の収入となった世帯 

  申請が必要になります。保健福祉課福祉係（電話 32-2000）まで連絡ください。 

  申請期限は９月 30日（金）までです。 

●支 給 額 

  １世帯あたり 10万円 

●支 給 日 

  審査終了後、ご指定の口座に振込みます。 

●そ の 他 

  令和３年 12月 10日時点で住民登録のある市町村での申請になります。 

 

■詳しくは保健福祉課福祉係まで（℡32-2000） 

令和４年度調理師試験の募集 

１.受験日時 ８月 25日（木） 

２.試 験 地 旭川市 

３.受験資格 寄宿舎、学校、病院等の施設又は飲食店営業、魚介類販売業もしくは 

       そうざい製造業に該当する営業において、令和４年５月 20日までに 

       ２年以上調理業務に従事した者 

４.受験願書の提出先及び受付期間 

（１）提出先 名寄保健所 

 （２）受付期間 ５月９日（月）～５月 20日（金） 

    ※郵送の場合は、５月 20日（金）までの消印のあるもの 

 

 

 新型コロナ感染症の影響を受けている世帯の生活を支援するため臨時特別給付金を支給します。 
 

■詳しくは名寄保健所企画総務課企画係まで（℡01654-3-3121） 

 「和寒町新型コロナ対策 和寒元気！プレミアム応援券」のご利用は、２月 28日（月）をもって終了と

なります。 

 ３月からは利用できなくなりますので、お手元にまだ残っている商品券がないか改めて確認し、期間中

にご利用いただきますようお知らせします。 

 

 ■詳しくはプレミアム応援券実行委員会（商工会）まで（℡32-2341） 


